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生前契約

注意事項
【契約の解除について】
（1）利用者からの解除
　利用者は、生存中に限りご本人の意思でいつでも生前契約の解除をすることができます。
ただし、解除には公証人の認証が必要です。（費用はご本人の負担となります）

（2）りすシステムからの解除
　次の事態に至り、りすシステムが任意後見人になることが困難であるとき、 または、その他
やむを得ない事情があるときに限り、「決済機構」の同意を得たうえで契約を解除すること
ができます。

　・利用者の判断力が著しく低下したと、りすシステムが判断し、利用者に速やかに医師の診
断をうけるよう促したにも関わらず、利用者が拒んだ場合

　・利用者自身または他人の生命、財産等に危害を及ぼしたり、危害を及ぼすおそれがあると
りすシステムが判断し、利用者の行為の制止や、利用者を保護しようとしたにも関わらず、
利用者が拒んだ場合

　・利用者がりすシステムの事業を著しく妨害し、その信用を棄損するような行為をした場合

【契約の終了について】
下記に該当する場合、契約は終了します。
（1）契約が解除されたとき
（2）りすシステムが解散したとき
（3）利用者またはりすシステムが破産手続き開始決定を受けたとき
（4）りすシステム以外の者が利用者の成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人に選任さ

れたとき
（5）任意後見契約に関する法律の定めに従い、りすシステムが任意後見人を解任されたとき
（6）利用者が死亡したときは、生前事務委任契約および任意後見契約は終了し、死後事務委任

契約の効力が発生します。

【契約が終了したときの返金について】
契約が終了した場合、以下の通り返金します。
・預託金の残余額
・未経過分のシステム維持費

【サポート開始時期について】
公正証書契約締結日より、各種サポートの利用が可能になります。

【クーリング・オフについて】
申込金のお払込みの日から、その日を含めて14日以内であれば、書面によるお申し出により、
ご契約のお申込みの撤回およびお支払いただいた申込金・分担金・預り金・預託金を全額返金
します。ただし、14日以内であっても、公正証書契約締結後はクーリング・オフはできません
のでご注意ください。公正証書契約締結後は契約の解除（解約）の手続きとなります。

【サポートができない場合について】
⒈  預託金が不足した場合
（1）生前事務は預託金の範囲内で行います。そのため、ご希望するサポートが預託金の金額を

超える場合はサポートができないか、または預託金の範囲内でのサポートになります。
　※生前事務のための預託金の金額が10万円を下回った場合には、ご連絡しますので補充をお

願いします。
（2）死後事務は、私のおぼえがきで決められた予算額の範囲で行います。預託金は、予算額の

全額をお預かりするか、一部（50万円～）をお預かりするか決めていただきます。亡くなっ
た時点での預託金残金の合計が予算額を下回った場合、公正証書遺言または死因贈与契　　
約公正証書により、遺産から支払っていただきます。預託金が多い場合、予算額を超えた
分は遺産となります。

　※万一、不足額の支払を受けることが困難であると予想された場合は、預託金の範囲内で
死後事務を行うことになります。

⒉  天変地異もしくは戦争の勃発等の不測の事態が生じた場合
天変地異もしくは戦争の勃発等の不測の事態が生じたとき、または、それらの事態が予見
されるとき。

暴力団等反社会的勢力排除宣言
りすシステムは、自立自戒・清廉潔白を旨として、地域社会に対してより一層の安全・
安心を提供できるよう、暴力団等反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、一切の取引
を行わず、それらの勢力からの不当な要求は断固拒絶するものとします。
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生前契約

全国に広がるりすシステムのネットワーク

Tel  011-756-4165
Fax 011-756-4166
〒001-0024
北海道札幌市北区北二十四条
西3-1-7 商工センタービル6階
〈最寄駅〉札幌市営地下鉄
南北線「北 24 条」駅徒歩１分

北海道支部〈札幌〉

Tel  03-5275-1311
Fax 04-2935-7480
〒 359-0024 埼玉県所沢市
下安松443-32
〈最寄駅〉
JR 武蔵野線「新秋津」駅
徒歩 10 分
西武池袋線  「秋津」駅北口  
徒歩  10 分

西東京ブランチ〈埼玉〉

Tel  052-569-2254
Fax 052-569-2274
〒450-0002愛知県名古屋市中
村区名駅3-13-28
名駅セブンスタービル1202
〈最寄駅〉
JR「名古屋」駅　徒歩 9分

中部日本支部〈名古屋〉

Tel  06-6809-2289
Fax 06-6809-7790
〒530-0044大阪府大阪市北区
東天満1-10-14
ＭＦ南森町2ビル4階
〈最寄駅〉地下鉄谷町線
「南森町」駅　徒歩 7分
JR 東西線「大阪天満宮」駅
徒歩 4分

西日本支部〈大阪〉

Tel  082-568-1585
Fax 082-568-1598
〒732-0052広島県広島市東区
光町2-4-4 セレニティ光601号
〈最寄駅〉JR「広島駅」
新幹線口から徒歩 10 分

中国支部〈広島〉

Tel  092-738-2718
Fax 092-738-2719
〒810-0042福岡県福岡市
中央区赤坂1-12-2
赤坂高喜ビル401号
〈最寄駅〉地下鉄空港線
「赤坂」駅　徒歩 3分

九州支部〈福岡〉

Tel  097-538-6263
Fax 097-538-6267
〒870-0023大分県大分市
長浜町3-15-19
大分商工会議所ビル3階8号
〈最寄駅〉JR「大分」駅より
バス 10 分　バス停「舞鶴町」
下車　徒歩 3分

大分支部〈大分〉

Tel  089-933-5670
Fax 089-933-5685
〒790-0004愛媛県松山市
大街道3-5-4シャトー美紀303
〈最寄駅〉伊予鉄道城南線
「大街道」駅　徒歩 10 分

四国支部〈松山〉

Tel  022-797-2072
Fax 022-797-2073
〒980-0021宮城県仙台市
青葉区中央2-7-20 角川ビル606
〈最寄駅〉JR「仙台」駅 徒歩 5分
「あおば通」駅　徒歩 3分
仙台市営南北線「広瀬通」駅
徒歩 2分

北日本支部〈仙台〉

Tel  0120-889-443
Fax 03-3511-3278
〒102-0073 東京都千代田区
九段北1-4-5 
北の丸グラスゲート5Ｆ
〈最寄駅〉東西線・半蔵門線・都
営新宿線「九段下」駅
徒歩 3分
JR・東西線・南北線・有楽町線・
大江戸線「飯田橋」駅
徒歩 10 分

本部・東日本支部〈東京〉

Tel  0120-373-959（りすセンター）
Tel  0120-980-235（Aiセンター）
Fax 03-3522-5677
 〒136-0082
東京都江東区新木場4-6-13
〈最寄駅〉有楽町線・京葉線・高
速りんかい線「新木場」駅より
バス 8分　バス停「東千石橋」
下車徒歩 5分

りすセンター・新木場〈東京〉

A  i  センター ・ 新木場〈東京〉

主たる事務所（登記住所）
〒 170-0002 東京都豊島区巣鴨 5-35-37


